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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後２時00分 開議 

○議長（武田正樹君） ただいまより、継続議会の会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（武田正樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第88条の規定により、朝日将貴議員と江崎貴大議員を指名します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第２ 議案第26号 弥富市税条例の一部改正について 

 日程第３ 議案第27号 弥富市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 日程第４ 議案第28号 弥富市国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第５ 議案第29号 市道の廃止について 

 日程第６ 議案第30号 市道の認定について 

 日程第７ 議案第31号 平成29年度弥富市一般会計補正予算（第１号） 

 日程第８ 議案第32号 平成29年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（武田正樹君） この際、日程第２、議案第26号から日程第８、議案第32号まで、以上

７件を一括議題とします。 

 本案７件に関し、審査の経過と結果の報告を各委員長に求めます。 

 まず、炭 総務建設経済委員長、お願いします。 

○総務建設経済委員長（炭 ふく代君） 総務建設経済委員会に付託されました案件は、議案

第26号弥富市税条例の一部改正について初め５件です。 

 本委員会は、去る６月16日に、委員全員と委員外２名の出席により開催し、審査を行いま

したので、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 初めに、議案第26、27、29、30号について、以上４件を一括審査しました。 

 議案第26号弥富市税条例の一部改正についてでは、委員より、今回の改正で特別配当、上

場株式等にかかわる所得について、所得税と市税、別々の課税方式を選択できるとあるが、

選択によっての納税者のメリットはとの質問に対し、市側より、課税所得900万円以下であ

る場合は所得税で総合課税を、住民税では申告不要を選択すれば、同じ課税方式より納税額

は少なくなりますとの答弁がありました。 

 また、議案第29号市道の廃止について及び議案第30号市道の認定についてでは、委員より、

今回の廃止路線の内容はとの質問に対して、市側より、県道の昇格によるもので、県道と市

道の重複した路線のうち市道を廃止したものであるとの答弁がありました。 

 以上のような質疑がありましたが、討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案を了承しま
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した。 

 議案第31号平成29年度弥富市一般会計補正予算（第１号）では、最初に市側より説明を受

けました。 

 委員より、公職選挙法の改正による選挙システム改修費との説明があったが、その内容は

との質問に、市側より、都道府県選挙で同一都道府県内の転入・転出を複数回しても選挙が

できるようになったことと、国民審査の期日前投票期間が７日から11日に変更されたことな

どによるデータ修正であるとの答弁がありました。 

 以上のような質疑がありましたが、討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案を了承しま

した。 

 以上で、総務建設経済委員会の報告を終わります。 

○議長（武田正樹君） 次に、鈴木厚生文教委員長、お願いします。 

○厚生文教委員長（鈴木みどり君） 厚生文教委員会に付託されました案件は、議案第28号弥

富市国民健康保険税条例の一部改正について初め３件です。 

 本委員会は、去る６月15日に、委員全員と委員外１名の出席により開催し、審査を行いま

したので、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、議案第28号弥富市国民健康保険税条例の一部改正についてを審査いたしました。 

 質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成で原案を了承しました。 

 続いて、議案第31号平成29年度弥富市一般会計補正予算（第１号）及び議案第32号平成29

年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について審査いたしました。 

 初めに市側より説明がありましたが、質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案を

了承しました。 

 以上で、厚生文教委員会の報告を終わります。 

○議長（武田正樹君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 質疑なしと認め、これより討論に入ります。 

 討論の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 討論のないことを確認しましたので、討論を終結し、これより採決を

します。 

 議案第26号から議案第32号まで、以上７件は、原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第26号から議案第32号まで、以上７件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第９ 発議第１号 弥富市庁舎改築等特別委員会の名称変更について 

○議長（武田正樹君） この際、日程第９、発議第１号弥富市庁舎改築等特別委員会の名称変

更についてを議題とします。 

 本案は議員提案ですので、提出者である堀岡議員に提案理由の説明を求めます。 

 堀岡議員。 

○１２番（堀岡敏喜君） 発議第１号弥富市庁舎改築等特別委員会の名称変更について、御説

明を申し上げます。 

 この提案の理由は、執行機関が総合計画等で用いております表現と整合性を図るために名

称を新庁舎建設特別委員会に変更するものであります。 

 御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（武田正樹君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております発議第１号は、会議規則第37条第３項の規定により委員会

への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 討論のないことを確認しましたので、討論を終結し、これより採決を

します。 

 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決された新庁舎建設特別委員会は、閉会中も審査を継続する委員会としたいと

思いますが、御異議ありませんか。 
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             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、新庁舎建設特別委員会は、閉会中も審査を継続する委員会とすることに決しまし

た。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第10 議員派遣について 

○議長（武田正樹君） 日程第10、議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本案は会議規則第167条の規定により、お手元に配付したとおり議員を派遣したいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配付したとおり議員を派遣することに決しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第11 閉会中の継続審査について 

○議長（武田正樹君） 日程第11、閉会中の継続審査についてを議題とします。 

 議会運営委員長から、会議規則第111条の規定により閉会中の継続審査の申し出がありま

した。 

 お諮りします。 

 議会運営委員長の申し出どおり決定することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員長の申し出どおり決しました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了しました。 

 これをもって、平成29年第２回弥富市議会定例会を閉会します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後２時10分 閉会 

 

 本会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

          弥富市議会議長  武 田 正 樹 
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            同  議員  朝 日 将 貴 

 

 

            同  議員  江 崎 貴 大 


